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６．書類作成の手順
申請前にやっておくこと

【業 者】 更新の前に届出事項に変更がないか確認します。

・変更届は、変更が生じた日から３０日以内に提出しなければなりません。

・本人がお持ちの控えで確認してください。

・変更事項がある場合は、「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」を作成

し、提出してください。

・提出先：管轄の土木事務所へ提出してください。

【宅地建物取引士本人】 宅地建物取引士資格登録の内容に変更がないか確認しま

す。

・宅地建物取引士資格登録の内容（住所、本籍、氏名、勤務先、免許証番号等）に

変更があった場合には、遅滞なく「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」に

必要な添付書類を添えて、登録をした都道府県知事あてに提出してください。

・宅地建物取引業者の方が行う免許申請手続き又は変更届等によって、宅地建物取

引士個人の登録簿の内容が自動的に変更になることはありません。

・提出先：県土整備部 住宅政策課 宅建業係へ直接提出してください。

（ただし、群馬県で登録をされている方の場合）

・書 類 を 揃 え る ６ページの表にしたがって書類を集めます。書類は法令様式（書き

込む書類）と添付する書類とに大別されます。

・法令様式の記載については、12ページ以降を参照してください。

・添付する書類については、下記の点にご注意ください。

(1) 証明書類等は、受付日現在で発行から３カ月以内のものを

使用してください。

(2) 代表者、役員が専任の宅地建物取引士を兼ねる場合は、身

分証明書、東京法務局の登記事項証明書、略歴書は１枚で

結構です。

・作 成 す る 部 数 正本１部、副本１部の合計２部。

※副本については、コピーで構いません。

・申 請 手 数 料 群馬県収入証紙 ３３，０００円を貼付

（申請手数料は改定されることがあります。なお、受付後は返還さ

れません。）

・書類が揃ったら ６ページの表に掲載されている順番に書類をならべて、左側に２つ

穴を開けてとじひもで綴じてください。（ステープラは不可）

※書類のほかに、返信用封筒を用意してください。

（角２封筒に宛先明記の上、４７０円分の切手を貼付。）

・提 出 期 間 免許有効期間満了日の９０日前から３０日前までの間に行ってくだ

（更新の場合） さい。（宅地建物取引業法施行規則第３条）

・提 出 先 事務所本店を管轄する土木事務所（４２頁参照）

※本店が移転した場合は新所在地の土木事務所へ提出

※大臣免許の場合は、関東地方整備局へ直接提出
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７．免許申請に必要な書類一覧（とじ順）
◎ 書類は、この順番に綴じてください。

添付の有無

順番 書 類 の 名 称 手引き

法人 個人 該当ﾍﾟｰｼﾞ

１ 免許申請書（第１面～第５面） ○ ○ P8･13～18

２ 案内図 ○ ○ P8･19

３ 宅地建物取引業経歴書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥添付書類(1) ○ ○ P8･20～21

４ 納税証明書（様式その１・納税額用） ○ ○ P9

５ 決 算 書 ○ × P9･22

６ 誓 約 書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥添付書類(2) ○ ○ P9

７ 専任の宅地建物取引士設置証明書‥‥‥‥‥‥添付書類(3) ○ ○ P9

８ 宅地建物取引士証の写し ○ ○ P9

９ 相談役・顧問 ○ × P9
５％以上の株主（出資者）の名簿‥‥‥‥‥‥添付書類(4)

１０ 略 歴 書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥添付書類(6) ○ ○ P10･23

１１ 身分証明書 ※外国籍の方は「誓約書」と住民票 ○ ○ P10･24

１２ 法務局の登記事項証明書（登記されていないことの証明書） ○ ○ P10･25～26

１３ 登記事項証明書(商業登記簿謄本) ○ × P10

１４ 住 民 票 （個人番号が記載されていないもの） × ○ P10

１５ 資産に関する調書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥添付書類(7) × ○ P10･27

１６ 宅地建物取引業に従事する者の名簿‥‥‥‥‥添付書類(8) ○ ○ P11･28

１７ 事務所を使用する権原に関する書面‥‥‥‥‥添付書類(5) ○ ○ P11･29

１８ 事務所の写真（カラー） ○ ○ P11･30

１９ 事務所の平面図 ※8月1日受付のものから全事務所必須とします。 ○ ○ P12･38
7月3１日までは、従来通り「住居の一部を事務所とする場合」や「同一の部

屋に他の法人等と同居している場合」に平面図を添付すること。

２０ 返信用封筒（角２封筒に宛先明記、４７０円分の切手貼付） ○ ○ P12
※ 返信用封筒は、綴じ込む必要はありません。

※ レターパックライト（青色）は不可
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